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なので、税務上の別な特例と  

しての「一括3年償却制度」  

による処理を選択することに  

なります。これは、取得価顔  

20万円未満資産に対する制度  

で、償却頃は月額計算をせず  

に毎年3分の1′プつ必要綻資  

又は損金算人にするというも  

のです。  

少額減価償却資産  

一括3年償却資産  

l  

又は損金にししUよい、とい  

うものです。ただし、青色申  

告が要件ですから個人事業者  

などで白色申告にしているケ  

ースでは適用にならないこと  

になります。  

札lよパソコンの値段が安  

くなっています。取得価  

額10万‖未満の少額減価償却  

資産に該当するのであれば、  

必要経常や損金算入について  

判断に困ることはほとんどな  

いでしょう。ノートパソコン  

では10万円以上2∩ガ円未満  

のものが多くなっています。  

事業所単位で大量にノートパ  

ソコンを購入するケースもあ  

り、税務上の償却処理では判  

断しなければならないところ  

があります。  

摩］  

お、所得税や法人税での  

必要東雲又は損金算入処  

た 
、この特例では、確定  

告杏等に30万lリ未満の  

理とは界なり、幽定常直税に  

ついては独自の規定がありま  

す。償却費酷税には、30万円  

未満の少額減価償却貸席の制  

度はなく、会計帳簿上ではす  

べて費用処理され資産計上さ  

れていない減価償却資産にづ  

いても、別途、併却資産税が  

課せられることになりました。  

し■   

少顔減価償却資産の収得価額  

に関する明細書を添付して申  

告することが必要とされてい  

ます。ただし、所定の明細書  

が用意されていないので任意  

のものを作成して添イ寸するか、  

申告書の償却費記載に係る部  

分の備考欄に所定事項を記載  

することが必要です。  

圃 
人または中小企業に該当  

する法人には少廟減価依  

医］ だし、20万】ll未満の資産 で所得税・法人税で「一  却資産についての特例があり  

ます。一個又は一組の単位で  

の取得が測万円未満ならばそ  

の取得資産の兼題への供用日  

に係る年度の一時の必要経費  

色申告の個人法人事業者  

「 や中小企業に該当しない  
柄3年償却制度」を適用した  

資産については、資産計上さ  

れていても、償却資産税の課  

税対象外です。   

法人tこはこの30万円未満の少  

額減価償却資産特例が不適用  
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6月の税務メモ  

⊂）5月分源泉所得税の納付（特内適用   
者を除く）  

○所得税の予定納税基準薇の通知（税   
務署長より  

（）4月決隣法人の確定申告  
OtO月決算法人の小間（予定）申告  

05月分詞人位民税特別徴収分の納付  

Cり月決算法人の確定申告  
010月決算法人の中間（予見〉申告  
⊂）個人住民税の普通数収第1斯分納1  

（条例による）  

★法人税予定新税萌が1【〉方円以下は申告省略です。  


